
                        

 

 

 

新型コロナウイルスの出席停止期間について 
 
 ５月８日から、新型コロナウイルス感染症が感染症法の第５類（インフ

ルエンザと同じ分類）の感染症になりました。それに伴い、学校感染症の

扱いが変更になり、出席停止の期間が新たに新たに設定されました。これ

までの出席停止期間は、『治癒するまで』でした。 

〈５月８日からの出席停止期間〉 

【有症状者】『発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで』 

【無症状者】『検体を採取した日から５日を経過するまで』 

  

※１ 「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること 

※２ 発症日を０日目、症状が軽快した日を０日目として数える。 

※３ 出席停止解除後、発症から１０日を経過するまでは、マスクの着用を推奨する。 

 

 感染が判明した際は、学校への御連絡をお願いします。 

〈校内の感染対策〉 

継続すること  ①換気 

②手洗いと手指の消毒 

         ③体調が悪い場合は、無理をせず登校を控える 

 その他      生徒職員ともにマスクの着用は、求めていません。（任意です） 

 ５月下旬には、市内学校でインフルエンザや新型コロナウイルスの感染が見られました。

自然教室・修学旅行以降も各種行事が行われますので、体調管理・感染予防の継続をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～大内中保健安全だより～ 

令和５年６月２日発行 

 真岡市立大内中学校 

保健室 



★今月の保健目標★  
歯と口の健康について考え、よい習慣を身に付けよう 

 

６月４日～１０日は、歯と口の健康週間です。①歯と口の健康に 

関する正しい知識の普及啓発②歯科疾患の予防に関する適切な習慣 

の定着③早期発見及び早期治療等の徹底により歯の寿命をのばす 

こと、を目的として毎年実施されています。 

 

 

            

 大内中は、１人で複数本のむし歯がある人が多い傾向にあります。また、むし歯はあり

ませんが、歯並びやかみ合わせで受診を勧められている生徒も多くいます。 

 むし歯のある人は早期の受診をお願いします。一度できてしまったむし歯

は、自然には治りません。むし歯のない人も年１回程度は歯医者さんでケア

を受けることで、歯の健康を維持・増進できます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 １年 ２年 ３年 合計 

むし歯で受診を勧めた人 ５ ８ １０ ２３ 

５月２２日までにむし歯の治療を開始した人 ０ １ ０ １ 


